
新宿区 NPO活動団体登録票 

申請年月日 平成２４年３月５日（最終更新日：令和５年９月１１日）  №１１６ 

法 人 名 

代 表 者 名 

設 立 年 月 

特定非営利活動法人 東方文化交流協会 

高山 英子(ﾀｶﾔﾏ ｴｲｺ) 

平成１４年１１月１１日 

主たる事務所 

〒169-0075 

新宿区高田馬場４－１８－９ ハイシティ高田馬場４０７号室 

電話：03(5332)7291 FAX：03(5332)7293 

E-mail:tohobunka@hotmail.co.jp 

URL:http://www.tohobunka.tokyo/ 

 

目 的 

（定款の目的） 

 

この法人は、アジア諸国、主として中国との友好交流の発展と相

互理解の増進に努め、文化交流と人的交流を通じて、理解と信頼に

基づいた友好親善の礎をうちたて、広く公益に資することを目的と

する。 

 

現在主に行ってい

る活動状況 

・会報誌「好朋友」の発行 

・中国家庭料理 

・日中青少年交流 

（少年野球チームの招致と新宿区等の野球連盟との国際交流など） 

・友好の翼（中国へ訪問交流） 

新宿区民を対象と

した活動状況 

（予定も含む） 

・中国家庭料理 

・日中青少年交流 

・友好の翼 

 

活 動 地 域 

区内地域センター（主に戸塚センター） 

区内野球場など 

 

活 動 頻 度 
年に 2~3 回 

 

事 業 費 

令和 4 年度 

総事業費 （704,739 円）① 

特定非営利活動費 （704,739 円）② 

②／①＝（100）％ 

 

事業年度及びその他

の事業の有無 

４月１日～３月３１日まで 

その他の事業  有・無          

所轄庁への届出 

書提出状況 
令和４年度 東京都へ届出 

 

活 動 分 野 

 

6,10,11 



新宿区 NPO活動団体登録票 

運 営 状 況 

① 会費 

個人：3,000 円／一口 

 

② 会員の内容及び会員数 

正会員   23 人 

 

③ スタッフの構成 

理事長を含む理事 7 名で構成する 

男女構成：男 3 名、女 4 名 

年齢構成：主に 40～70 代 

 

④ 意思決定の方法 

各月１回の理事会及び年度毎に開催する総会において決定。 

 

これからの課題 

 

・日中友好のための文化交流、推進をより積極的に図る 

・大勢の方が参加できるような企画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO から区民の方への PR 

 中国の文化、風習、習慣などを知る機会として活動しております。 

在日の中国人との会合や、来日を招致するなかで、互いの文化の相互理解を深めるこ

とを目的としています。 

中国家庭理教室、青少年交流、友好の翼（訪中団）では、直に体験する機会を提供し

ます。 

 

 


